
～平成３１年度以降も新たな制度として継続します～ 

 森林は、木材の生産や土砂災害の防止、水源のかん養、地球温暖化の防止など、さまざまな
「恵み」により、私たちの生活を支えてくれています。 
 しかし、木材価格の低迷などによる林業採算性の悪化や獣害被害の増加などを理由に、森林
所有者の林業離れが進んでおり、手入れのされなくなった人工林が増加しています。また、暮
らしに身近な里山や竹林も、生活様式が変化する中で日々の暮らしとは疎遠なものとなり、荒
廃した里山や竹林が拡大しています。 
 森林の恩恵は全ての県民が受けていることから、災害に強い森林を将来にわたって引き継い
でいくためには、県民全体で森林を支える社会づくりが必要です。そのためには、多くの費用
と時間を要し、計画的・持続的な取組が欠かせず、一定の財源を安定的に確保する必要があり
ます。その費用を県民の皆さまに幅広く負担していただき、この大切な森林を県民全体で守り
育て、未来に引き継いでいきましょう。 

もしも森がなかったら、私たちの
暮らしはどうなるのでシカ？ 

森林は私たちの生活に欠かすことの
できない大切な働きをたくさん持っ
ていて、私たちみんながその恵みを
受けているのよ。 
このことを県民みんなが認識し、大
切な森林を県民みんなで守り、育て
ていくことが大切なんだよ。 

 県では、平成２６年度に「みえ森と緑の県民税」を導入し、「災害に強い森林づくり」等に取り
組んできました。近年の大型化した台風や頻発する豪雨災害をふまえると、県民の安心・安全な暮
らしを守るためには、防災・減災対策を充実・強化することが最優先課題であると考えています。 
 このことから、県と市町が連携した施策の拡充・強化を図るなど、一部の内容を見直したうえで、
平成３１年度以降も「みえ森と緑の県民税」を継続し、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で
森林を支える社会づくり」に取り組んでいきます。 

みえ森と緑の県民税がどんなことに活用されているか 
詳しくは裏面を見てほしいカモ～ 

三重県森林環境教育・木育 
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納める方 
1月1日現在で三重県内に住所がある個人、家
屋敷などを有する個人 
（個人の県民税均等割の納税義務者） 

三重県内に事務所などを有する法人など 
（法人の県民税均等割の納税義務者） 

納める額 年額 １,０００円 
年額 ２,０００円～８０,０００円 
（県民税均等割額の１０％相当額） 

評価制度 
第三者による評価委員会を設置し、事業結果などについて、評価検証を行うとともに、 
結果は県民の皆さんに公表します。 

住所等を有する市町 税のしくみに関すること  税の使いみちに関すること 

総務部 税収確保課   ℡059-224-2128 農林水産部 みどり共生推進課          ℡059-224-2513 

桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 桑名県税事務所    ℡0594-24-3613 

四日市農林事務所 森林・林業室    ℡059-352-0655 四日市市、菰野町、朝日町、川越町 四日市県税事務所   ℡059-352-0577 

鈴鹿市、亀山市 鈴鹿県税事務所     ℡059-382-8662 

津市 津総合県税事務所  ℡059-223-5026 津農林水産事務所 森林・林業室    ℡059-223-5091 

松阪市、大台町、多気町、明和町 松阪県税事務所    ℡0598-50-0511 松阪農林事務所 森林・林業室         ℡0598‐50-0568 

伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、 
度会町、南伊勢町、大紀町 

伊勢県税事務所       ℡0596-27-5132 伊勢農林水産事務所 森林・林業室   ℡0596-27-5265 

伊賀市、名張市 伊賀県税事務所       ℡0595-24-8024 伊賀農林事務所 森林・林業室         ℡0595-24-8142 

尾鷲市、紀北町 
紀州県税事務所       ℡0597-23-3419 

尾鷲農林水産事務所 森林・林業室   ℡0597-23-3504 

熊野市、御浜町、紀宝町 熊野農林事務所 森林・林業室         ℡0597‐89-6134 

●お問い合わせ先● 

森林を大切に思い・育む人づく
りのため、森林環境教育・木育
の指導者の育成や、教育活動を
進めます。 

土砂や流木による被害を出さない森林づくり 暮らしに身近な森林づくり 

森を育む人づくり 
森と人をつなぐ 
学びの場づくり 

地域の身近な水や 
緑の環境づくり 

土砂や流木によって、人家や沿岸などに被害が及ばないよ
う、洪水緩和や土砂災害防止機能などの森林のはたらきを
発揮させるため、森林の整備や土砂の撤去などを行います。 

放置された里山・竹林の再生や、通学路沿いの森林整
備など、暮らしに関わりの深い森林における対策によ
り県民の皆さんの生活環境を保全します。 

子どもたちをはじめ、様々
な県民の皆さんに、森林や
木材について学び・ふれあ
う場を提供します。 

自然環境の大切さを感じ
てもらうため、森林や緑
を楽しみ、親しむ環境を
つくります。 

災害に強い森林づくり 

県民全体で森林を支える社会づくり 

●みえ森と緑の県民税のしくみ● 

●２つの基本方針と５つの対策● 


